
第

二

千

九

百

六

十

二

号

平

成

三

十

年

七

月

十

日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
担
当
機
関
の
指
定

(

地
域
福
祉
課)

四
四
九
ペ
ー
ジ

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

の
指
定

(

同

)

四
五
〇

○
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

四
五
〇

○
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

四
五
〇

○
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

四
五
一

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

四
五
一

公

示

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

四
五
二

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

飛�
農
林
事
務
所)

四
五
二

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

社
会
医
療
法
人
厚
生
会

木
沢
記
念
病
院

美
濃
加
茂
市
古
井
町
下
古
井
五
九
〇

平
成
三
〇
・

四
・

一

し

ろ

や

ま

歯

科

中
津
川
市
苗
木
字
柳
ノ
木
四
九
〇
〇
―

八

同

ス
マ
イ
ル
白
山
薬
局

多
治
見
市
白
山
町
五
―
五
―
一

同

ご

と

う

歯

科

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
八
一
五

平
成
三
〇
・

四
・
二
七

安

田

眼

科

可
児
市
広
見
一
―
二
〇

平
成
三
〇
・

五
・

一

は
ら
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

多
治
見
市
大
畑
町
西
仲
根
三
―
七

同

フ
ァ
ミ
リ
ア
ク
リ
ニ
ッ
ク

下
呂
市
森
二
二
七
三

同
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
三
十
年
七
月
十
日



阿

部

歯

科

医

院

土
岐
市
土
岐
津
町
土
岐
口
九
九
三
―
一

同

し
ょ
う
な
ん
調
剤
薬
局

大
野
店

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
黒
野
字
若
宮
裏
七

三
八
―
九

同

(

有)

ダ
イ
ケ
イ
薬
局

広
見
店

可
児
市
広
見
一
―
一
八
―
一

同

コ

メ

ノ

薬

局

羽
島
郡
笠
松
町
米
野
二
四
一
―
一

同

五

藤

在

宅

歯

科

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
八
五
四

平
成
三
〇
・

六
・

一

み
ず
た
に
歯
科
ク
リ
ニ
ッ

ク

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
南
方
岩
崎
四
八
〇

―
三

同

ス
ギ
薬
局

可
児
今
渡
店

可
児
市
今
渡
一
六
一
九
―
三
三
二

同

岐
阜
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留

邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十

五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等
の
所
在
地

指

定

年
月
日

合
名
会
社
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
す
か
い

加
茂
郡
坂
祝
町
取
組

四
六
―
二
八

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
す
か
い

加
茂
郡
坂
祝
町
取
組

四
六
―
二
八

平
成
��･�･�

岐
阜
県
告
示
第
三
百
七
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
三
十
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

廃

止

年

月

日

ご

と

う

歯

科

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
八
五
四

平
成
三
〇
・

四
・
二
六

安
田
眼
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

可
児
市
広
見
四
―
二
五

平
成
三
〇
・

四
・
三
〇

は
ら
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

多
治
見
市
大
畑
町
西
仲
根
三
―
七

同

阿

部

歯

科

医

院

土
岐
市
土
岐
津
町
土
岐
口
九
九
三
―
一

同

し
ょ
う
な
ん
調
剤
薬
局

大
野
店

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
黒
野
字
若
宮
裏
七

三
八
―
九

同

(

有)

ダ
イ
ケ
イ
薬
局

広
見
店

可
児
市
広
見
一
―
二
三

同

コ

メ

ノ

薬

局

羽
島
郡
笠
松
町
米
野
二
四
一
―
一

同

竹

中

医

院

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
三
輪
一
三
五
三
―
二

―
一

平
成
三
〇
・

五
・
三
一

薬
局
サ
ン
グ
リ
ー
ン

可

児
店

可
児
市
広
見
四
―
二
八

平
成
三
〇
・

四
・
二
八

岐
阜
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
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県
道

道
路
の
種
類

岐

阜

関
ケ
原
線

路
線
名

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
下
磯
字
道
下

三
一
一
番
一
地
先
地
内

区

間��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等
の
所
在
地

廃

止

年
月
日

合
名
会
社
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
す
か
い

美
濃
加
茂
市
川
合
町

一
―
四
―
四
〇

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
す
か
い

美
濃
加
茂
市
川
合
町

一
―
四
―
四
〇

平
成
��･�･��

岐
阜
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
平
成
三
十
年
七
月
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条

第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指

定
介
護
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の

三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定

配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

廃

止

年

月

日

株

式

会

社

イ

シ

ヰ

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
松
伏
町

築
比
地
七
九
五
―
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

イ
シ
イ
薬
局
関
ヶ
原
店

不
破
郡
関
ヶ
原
町
大
字
関

ヶ
原
三
〇
九
八
―
二

平
成
三
〇
・

五
・
三
一

株

式

会

社

イ

シ

ヰ

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
松
伏
町

築
比
地
七
九
五
―
一

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

イ
シ
イ
薬
局
関
ヶ
原
店

不
破
郡
関
ヶ
原
町
大
字
関

ヶ
原
三
〇
九
八
―
二

同



道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

岐

阜

巣

南
線

大

野

路
線
名

区

間

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
下
磯
字
高
田

一
五
七
番
二
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
同

字
村
中

四
九
八
番
二
地
先
ま
で

区

間

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･��･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

県
道

岐

阜

巣

南
線

大

野

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
下
磯
字
宮
前

二
二
五
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
同

字
同

二
〇
四
番
一
地
先
ま
で ���･�

平
成
��･�･��
平
成
��･��･��

岐
阜
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
平
成
三
十
年
七
月
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
平
成
三
十
年
七
月
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関
ケ
原
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

関
ケ
原
町

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

道
路
台
帳
図
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
年
六
月
十
八
日
か
ら

同

年
九
月
二
十
日
ま
で

四

作
業
地
域

不
破
郡
関
ケ
原
町

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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平
成
三
十
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

日
面
用
水

土
地
改
良

区

平
成
��･�･��
理
事

足

立

正

孝

高
山
市
久
々
野
町
小
屋
名
一
七
七
三
番
地

同

東

政

道

同

朝
日
町
見
座

八
七
二
番
地
一

同

森

下

好

同

朝
日
町
小
瀬

四
九
六
番
地

同

洞

口

太

平

同

朝
日
町
立
岩

四
二
三
番
地

同

沖

島

洋

典

同

四
三
九
番
地

同

西

本

隆

司

高
山
市
朝
日
町
小
瀬

五
二
二
番
地

同

森

田

高

見

同

一
七
番
地

同

清
水
口

正

雄

高
山
市
朝
日
町
見
座

八
九
七
番
地
二

同

屋

貝

幸

司

同

八
七
九
番
地
二

同

大

門

喜
代
一

同

一
一
一
七
番
地

同

岩

田

浩

樹

高
山
市
久
々
野
町
小
屋
名

八
〇
〇
番
地

同

長

瀬

通

泰

同

一
八
五
二
番
地

同

田

中

秀

和

同

一
〇
九
八
番
地

同

倉

畑

稔

同

一
一
一
四
番
地

同

楓

美
智
明

同

一
一
三
六
番
地
二

同

倉

畑

学

同

一
一
七
九
番
地

同

長

瀬

守

同

一
三
九
四
番
地
二

同

足

立

真

樹

同

一
七
八
三
番
地

監
事

長

瀬

正�
同

一
〇
五
四
番
地

同

沖

本

巧

高
山
市
朝
日
町
立
岩

四
四
四
番
地

同

山

本

正

寛

同

朝
日
町
見
座

九
七
五
番
地

同

長

瀬

弘

三

同

久
々
野
町
小
屋
名
一
二
四
三
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

日
面
用
水

土
地
改
良

区

平
成
��･�･�
理
事

東

政

道

高
山
市
朝
日
町
見
座

八
七
二
番
地
一

同

谷

口

正

実

同

久
々
野
町
小
屋
名

七
一
六
番
地

同

森

下

吉

治

同

一
四
四
二
番
地

同

牧

本

一

秋

高
山
市
朝
日
町
立
岩

一
一
番
地

同

牧

本

武

彦

同

二
二
番
地
一

同

森

下

昌

彦

高
山
市
朝
日
町
小
瀬

三
〇
六
番
地
一

同

新

井

修

同

五
五
七
番
地

同

森

下

定

道

同

一
〇
八
番
地

同

清
水
口

正

雄

高
山
市
朝
日
町
見
座

八
九
七
番
地
二

同

屋

貝

幸

司

同

八
七
九
番
地
二

同

大

門

喜
代
一

同

一
一
一
七
番
地

同

森

下

利

明

高
山
市
久
々
野
町
小
屋
名
一
八
一
二
番
地

同

今

井

哲

夫

同

八
一
七
番
地
一

同

長

瀬

邦

彦

同

一
八
二
五
番
地
一

同

冠

者

選

同

一
〇
九
六
番
地

同

森

本

康

平

同

三
三
七
番
地
三

同

長

瀬

浩

平

同

一
二
二
三
番
地

同

長

瀬

貢

一

同

一
三
三
六
番
地

監
事

山

本

正

寛

高
山
市
朝
日
町
見
座

九
七
五
番
地

同

山

下

伸

同

朝
日
町
立
岩

七
三
番
地

同

長

瀬

正�
高
山
市
久
々
野
町
小
屋
名
一
〇
五
四
番
地

同

長

瀬

弘

三

同

一
二
四
三
番
地
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